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「福祉用具購入費の支給」とは、在宅の要介護・要支援者が入浴・排せつなどに使用するため福祉用

具を購入したときに、購入費用の９割分～７割分が支給される介護保険の制度です。 
 
 
 

① 償還払い方式 
「償還払い方式」とは、福祉用具を購入する方が、いったん費用の全額を事業所に支払い、その

後に区役所または支所に申請して自己負担分の１割～３割を除く保険給付分の９割～７割の支給を
受けていただく方法です。 

 
② 受領委任払い方式 

「受領委任払い方式」とは、福祉用具を購入する方が費用の１割～３割のみを事業所に支払い、
保険給付の９割分～７割分は、名古屋市が利用者の方から受領に関する委任を受けた事業所に直接
支払うことにより、利用者の方の一時的な費用負担を回避する方法です。 

また、「受領委任払い方式」を利用する場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事
業所を利用することが必要となります。「受領委任払い取扱事業者」の一覧は NAGOYA かいごネ
ット「トップページ＞事業所検索＞福祉用具購入費受領委任払い登録事業者」で確認できます。 

 

 

・在宅の要介護・要支援者の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること。 
・福祉用具購入費の支給対象となる種類であること。 
・特定福祉用具販売事業所として都道府県等による指定を受けた介護保険サービス事業所にて購入 

していること。 
 
 
 

要介護・要支援状態区分に関係なく１年あたり（４月１日～翌年３月３１日）１０万円までです。 

※原則として購入費用の９割～７割が福祉用具購入費として支給され、１割～３割は自己負担となり

ますので、最大９万円～７万円まで支給されます。 

※利用限度額（１０万円）を超えた額については、全額自己負担になります。 
 
 
 

 

○福祉用具購入費の支給を受けることができるのは、要介護認定または要支援認定を受けている在宅の方だけ

です。要介護認定等を受ける前に福祉用具を購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができ

ません。 

○原則、当該制度にて購入した、用途が同じものや機能が同一の福祉用具(用途・機能が著しく異なるものを

除く)の再購入はできません。ただし、福祉用具を破損した場合や要介護度が著しく高くなった場合など特

別な事情がある時で、必要と認められる時は再度支給されます。 
 
○医療病床や介護保険施設に入院（所）中に福祉用具を購入した場合は福祉用具購入費の支給対象とはなりま

せん。ただし、入院（所）中の購入であっても、退院（所）に向けて購入した場合で、退院（所）し、居宅

において利用できる状態となった後に支給申請があった場合は支給対象となります。 

 

●福祉用具を購入する場合は、以下の点にご注意ください● 
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支給対象となる福祉用具については、以下の表を参照してください。 
すべての福祉用具の購入が支給対象ではありませんのでご注意ください。 

種    類 福 祉 用 具 の 機 能 お よ び 構 造 な ど                          

腰 掛 便 座 

・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの（腰掛式に変換する場合に高さ

を補うものを含む。） 

・洋式便器の上に置いて高さを補うもの 

・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能が 

あるもの 

・便座、バケツなどからなり、移動可能である便器（水洗機能を有する便器※

を含み、居室で利用できるものに限る。） 

※平成２７年４月以降購入分より支給対象、ただし設置に要する費用につい

ては支給対象外 

自動排泄処理装置

の交換可能部品 

・自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等）のう

ち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う

者が容易に交換できるもの（専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの

及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。） 

入浴補助用具 

・入浴用いす…………座面の高さが概ね 35 ㎝以上のものまたはリクライニン

グ機能があるもの 

・浴槽用手すり………浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの 

・浴槽内いす…………浴槽内に置いて利用できるもの 

・入浴台………………浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にするもの 

・浴室内すのこ………浴室内に置いて浴室の床の段差を解消するもの 

・浴槽内すのこ………浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの 

・入浴用介助ベルト…居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するもので

あって、浴槽への出入り等を容易に介助できるもの 

簡 易 浴 槽 

・空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもの（硬質の材質であっても、

使用しない時に立て掛けるなどにより収納できるものを含み、また、居室に

おいて必要があれば入浴が可能なもの）であって、取水または排水のために

工事を伴わないもの 

移動用リフトの 

つり具の部分 

・身体に適合するものであり、「移動用リフト」（福祉用具の貸与の対象となる

もの）に連結できるもの 

排泄予測支援機器

（令和４年４月１

日から追加） 

・膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要

介護者等又はその介護を行う者に通知するもの 

スロープ 

（令和６年４月１

日から追加） 

・主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの（便

宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く）であって、取り付

けに際し工事を伴わないもの 

歩行器 

（令和６年４月１

日から追加） 

・歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える機能を

有するもののうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩

行器（車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。） 

歩行補助つえ 

（令和６年４月１

日から追加） 

・カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットフォームクラッ

チ及び多点杖に限る 

 
福祉用具については、他に介護保険の「福祉用具貸与」のサービスが利用できます。 
利用できる種類は車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具（空気マットなど）、体位変換器、手す 
り、スロープ（※）、歩行器（※）、歩行補助つえ（※）、認知症老人徘かい感知機器、移動用 
リフト、自動排泄処理装置などです。（※の福祉用具のうち一部については、貸与と販売どち 
らの制度を利用するか選択することができます。） 

支給対象となる福祉用具の種類 
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① 購入予定の福祉用具が福祉用具購入費の支給対象であるかどうか不明な場合は、購入する前
に介護支援専門員（ケアマネジャー）やお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課
にご相談ください。 

② 介護保険の特定福祉用具販売事業所にて福祉用具を購入します。 
★償還払い方式の場合は、購入先の事業所に購入費用の全額を支払い、受領委任払い方式の

場合は、購入費用の１割～３割を支払います。 
事業所から、領収証、購入した福祉用具のパンフレット及び証明書を受け取ります。 

 
＜提出または提示していただく書類など＞ 

 
１ 支給申請書 

＜償還払い方式の場合＞ 
介護保険居宅介護/介護予防福祉用具購入費支給申請書 

＜受領委任払い方式の場合＞ 
介護保険居宅介護/介護予防福祉用具購入費支給申請書（受領委任払い用） 
※ 申請書の用紙は、区役所福祉課または支所区民福祉課にあります（名古屋市公式ウェ

ブサイト「トップページ＞健康・医療・福祉＞高齢者福祉・介護＞介護保険制度＞介護

保険制度に関する申請・届出」からもダウンロードすることができます）。 
提出していただく書類は必ずボールペンや万年筆などで記入し、えんぴつや文字が消

せるペンなどでは記入しないでください。 

２ 領収証（原本） 
（購入した福祉用具の購入価格が記載されたもので、領収証の宛名は被保険者ご本人のもの） 

３ 購入した福祉用具のパンフレット（原本または写し） 
（製造会社名・商品名・型番などがわかるもの） 

４ 販売事業所が発行した証明書 
５ 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証 
６ 被保険者ご本人の預金通帳など口座の確認ができるもの 

（受領委任払い方式の場合は、口座の確認ができるものは必要ありません。） 
７ 戸籍謄本等相続人であることがわかるもの 

（福祉用具購入後、申請までの間に被保険者の方が亡くなられ、相続人の代表者の方が申請

する場合に必要です。ただし、被保険者の方が亡くなられた時点で、亡くなられた被保険

者と同一世帯の世帯主であった配偶者・子が申請する場合は、原則必要ありません。） 
８ 医学的な所見の確認ができる書類（排泄予測支援機器の購入の際） 

※以下（１）～（４）のいずれか 
（１）介護認定審査における主治医の意見書 
（２）サービス担当者会議等における医師の所見 
（３）介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見 
（４）個別に取得した医師の診断書 等 

９ 販売事業所が作成した「排泄予測支援機器 確認調書」（排泄予測支援機器の購入の際） 

③ 区役所福祉課・支所区民福祉課またはオンラインで支給申請を行います。なお、申請には以
下の書類などが必要です。 

④ 給付費支給決定通知書が届いた後、償還払い方式の場合はご指定の口座に、受領委任払い
方式の場合は事業所の口座に福祉用具購入費が振り込まれます。 

申 請 手 続       

オンライン申請はこちら 

〈償還払い用〉  〈受領委任払い用〉 
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お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課へおたずねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリーフレットは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。         R8.４版 

● お 問 い 合 わ せ ・ ご 相 談 は ●                     

●千 種 区 役 所            ＴＥＬ ７５３－１８３４ ＦＡＸ ７５１－３１２０ 

●東 区 役 所            ＴＥＬ ９３４－１１９３ ＦＡＸ ９３６－４３０３ 

●北 区 役 所            ＴＥＬ ９１７－６５３２ ＦＡＸ ９１４－２１００ 

●北 区 役 所 楠 支 所  ＴＥＬ ９０１－２２６９ ＦＡＸ ９０１－２２７１ 

●西 区 役 所            ＴＥＬ ５２３－４５９８ ＦＡＸ ５２１－００６７ 

●西 区役所  山田 支所  ＴＥＬ ５０１－４９７５ ＦＡＸ ５０４－７４０９ 

●中 村 区 役 所            ＴＥＬ ４３３－２９１６ ＦＡＸ ４３３－２０７４ 

●中 区 役 所            ＴＥＬ ２６５－２３２６ ＦＡＸ ２４１－６９８６ 

●昭 和 区 役 所            ＴＥＬ ７３５－３９１３ ＦＡＸ ７３１－８９００ 

●瑞 穂 区 役 所            ＴＥＬ ８５２－９３９４ ＦＡＸ ８５１－１３５０ 

●熱 田 区 役 所            ＴＥＬ ６８３－９４０５ ＦＡＸ ６８２－０３４６ 

●中 川 区 役 所            ＴＥＬ ３６３－４４１９ ＦＡＸ ３５２－７８２４ 

●中川区役所  富田支所  ＴＥＬ ３０１－８３７６ ＦＡＸ ３０１－８６６１ 

●港 区 役 所            ＴＥＬ ６５４－９６９２ ＦＡＸ ６５１－１１９０ 

●港 区役所  南陽 支所  ＴＥＬ ３０１－８３４５ ＦＡＸ ３０１－８４１１ 

●南 区 役 所            ＴＥＬ ８２３－９４１１ ＦＡＸ ８１１－６３６６ 

●守 山 区 役 所            ＴＥＬ ７９６－４６０５ ＦＡＸ ７９３－１４５１ 

●守山区役所志段味支所  ＴＥＬ ７３６－２１９２ ＦＡＸ ７３６－４６７０ 

●緑 区 役 所            ＴＥＬ ６２５－３９５７ ＦＡＸ ６２１－６８４１ 

●緑 区役所 徳重 支所  ＴＥＬ ８７５－２２０７ ＦＡＸ ８７５－２２１５  

●名 東 区 役 所            ＴＥＬ ７７８－３００９ ＦＡＸ ７７４－２７８１ 

●天 白 区 役 所            ＴＥＬ ８０７－３８８８ ＦＡＸ ８０２－９７２６ 


